


▼【お問合せ・お申込み】お近くの障害者就業・生活支援センターへ▼

○障害者雇用を支援する優遇措置（官公需における優遇措置（鹿児島県））

全ての事業主は，社会連帯の考え方に基づき，障害のある方へ雇
用の場を提供する共同の責務が有り，進んで雇入れに努めなければ
ならないとされております（障害者雇用促進法第３７条）。

障害者雇用を促進する施策として，以下のような雇用体験事業，障
害者雇用を支援する県の優遇措置や雇入れに係る国の各種助成金
制度があります。

実施事業所数 １０２件
うち，雇用移行 ６２件
（雇用移行率６０．８％）

雇用体験事業の流れ（一例）

令和７年度雇用体験事業実績

・振り返り
（企業，就職希望者）

・面接，求人票の提出，紹介状の交付等

・雇用体験の内容・条件の確認

・障害者就業・生活支援センター職員
による職場見学
（雇用体験内容の提案等）

・就職希望者による職場見学
（雇用体験事業実施の意向確認）

・事前準備・調整等
（日程，準備物の確認等）

・障害者雇用体験事業の実施
※　最長14日間
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名  称 内  容 問合せ先 

 障害者雇用促進企業等の 

物品調達における優遇措置 

県の物品調達において，障害者を積極的に雇用している
事業者，障害者就労施設等から積極的に物品等を調達し
ている事業者を優遇 

鹿児島県庁 管財課 
電話：099-286-3826 
 

 庁舎等の管理等の業務に係る
役 務 の調 達 における障 害者雇
用促進企業への優遇措置 

県の庁舎等の管理等の業務に係る役務の調達において，
障害者を積極的に雇用している事業者を優遇 

 
 

鹿児島県庁 管財課 
電話：099-286-3798  庁舎等の管理等の業務に係る 

競争入札参加資格の格付けに 
おける障害者雇用促進企業への
優遇措置 

県の庁舎等の管理等の業務に係る競争入札参加資格の
格付けにおいて，障害者を雇用している事業者を評価 

 建設工事入札参加資格審査
格付等における障害者雇用 
企業への優遇措置 

県の建設工事入札参加資格の格付等において，障害者を
雇用している企業を評価 

鹿児島県庁 監理課 
電話：099-286-3490 


